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序     文 

 
日本国政府は、ボリビア共和国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査を行うこ

とを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 
当機構は、平成 17 年 12 月に調査団を現地に派遣しました。 
調査団は、ボリビア共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内作

業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願

うものです。 
終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
 

平成 18 年 1 月 
 

独立行政法人 国際協力機構 
    無償資金協力部 部長 中川 和夫 

 



  

  

  

  

写真１ サンタクルス市で開催された国際展示会「エクスポ・クル

ス」における２ＫＲ肥料の広報写真 
写真２ CETABOL（ボリビア総合農業資献場）、サンタクルス県

における効果的な肥料の使用方法を研究している。 

写真３ サンタクルス県サンファン移住地における種籾採取用

の水稲田栽培風景 
写真４ 見返り資金使用プロジェクト「国立統計院近代化システ

ム計画」、 ボリビア国内の９県を結ぶネットワーク構築を支援し

地方自治体のミレニアム開発目標の指数のモニタリングを実施

している。 

写真５ サンタクルス県・サンファン農協が栽培するマカデミアナ

ッツ苗木、地域農家へ付加価値を持つ作物の栽培普及を目指

す。 

写真６ 見返り資金使用プロジェクト「ラパス市災害復旧計画」に

おける看板、日本からの援助であることの表示がある。 



  

  

  

写真７ 見返り資金使用プロジェクト「ラパス市災害復旧計画」の

工事風景 
写真８ ラパス県アチャカチ地区の全景、アルティプラーノ（高原

地域）の山間部の村。 

写真９ ラパス県アチャカチ地区、平成１２年度一般無償資金協

力「アチャカチ地区農業開発計画」で建設された灌漑用水路。 
写真１０ ラパス県アチャカチ地区、平成１２年度一般無償資金

協力「アチャカチ地区農業開発計画」で建設された潜水橋。  

写真１１ ラパス県アチャカチ地区、ソラマメの生産が行われて

いる。 
写真１２ ラパス県アチャカチ地区、見返り資金使用プロジェクト

「アチャカチ地区地域開発センター計画」地域コミュニティセンタ

ーであり、農業、裁縫、コンピュータ、チーズ生産加工を教える

教室がある。 



  

  

  

写真１３ ラパス県アチャカチ地区、毎月JICAボリビア事務所と

定期的に実施されている地域住民との対話。 
写真１４ ラパス県アチャカチ地区、地域住民の問題を話し合う

ワークショップ 

写真１５ ラパス県アチャカチ地区、地域住民の「強み」「弱み」

「機会」「脅威」を探るワークショップ、今まで参加のなかった女

性からの積極的な意見が出される。 

写真１６ ラパス県アチャカチ地区、ワークショップのグループ別

の発表 

写真１７ ラパス県アチャカチ地区、ワークショップのグループ別

の発表 
写真１８ ラパス県アチャカチ地区、ワークショップのグループ別

の発表、農業技術協力の必要性が強調された。 
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平方メートル m2 （1）
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容積 

名称 記号 換算値 
リットル L （1）
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重量 

名称 記号 換算値 
グラム g （1）
キログラム kg 1,000
トン t 1,000,000
キンタール qq 453,600
リブラ Lbr 454
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第１章 調査の概要 

1-1 調査の背景と目的 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968年度から食糧援助（以下、

「KR」という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、日

本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材につ

いても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助（Grant 

Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」という）」と

して新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支援

することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し 2KR

を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の 終報告書における「食糧増産援助（2KR）

の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開するととも

に、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」において、「2KR に

ついては廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」と

いう）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12 月）

を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12 月に以

下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあ

り方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、

予算額、我が国との 2国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交

                                                  
1現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州連合）とその加盟

国が加盟しており、日本の年間の 小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

平成 17 年度については、供与対象候補国として 18 カ国が選定され、その全てに調査団が派遣され

た。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポーネント協力の

必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を行うとともに、国際

機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を聴取することとし、要請内容

の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 

xc 

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討を

踏まえ、平成１７年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistnace for Underprivileged 

Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化することを通じ、その

上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととした。 

 

(2) 目的 

本調査は、ボリビア共和国（以下、「ボ」国）について、平成 17 年度の貧困農民支援（2KR）供与の

可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施した。 

 

1-2 体制と手法 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備作業、現地調査、帰国後の取りまとめから構成される。 

現地調査においては、時間的、物理的な制約の中で可能な限り「ボ」国政府関係者、農家、国際

機関、NGO、資機材配布機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、「ボ」国における 2KR

のニーズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の取りま

とめにおいては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 
(2) 調査団構成 

 

総括 川崎 誠 外務省経済協力局無償資金協力課 

実施計画 桃井 拓真 （財）日本国際協力システム 業務部 

通訳 藤本 巴 （財）日本国際協力センター 
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(3) 調査日程 

１　川崎 宿泊先 時間 2　桃井、　3　藤本

1 12/5 月

14:30
10：50
15：15
19：18
23：20

TOKYO  (JL004)
→　CHICAGO
CHICAGO (AA1986)
→MIAMI
MIAMI (AA922)
→

機中泊

2 12/6 火

06:38
14:30
16:00

→LA PAZ
JICAボリビア事務所
VIPFE（大蔵省公共投資次官室）訪問

La Paz

3 12/7 水

09:00
11:30
15:30
16:30

PL-480表敬/協議
農牧省協議
ボリビア中央銀行
国立統計院（国家統計、CPF)

La Paz

4 12/8 木

　 　 08:00
09:30
12:00
15:00
18:45

USAID訪問
PL-480 協議
FPS訪問（CPF)
国際NGO(PLAN INTERNATIONAL)
LA PAZ→SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

5 12/9 金

　 　 06:30
08:30
11:00
14:30
17:00

ホテル発
オキナワ道路視察
日ボ協会、
サン・ファン農協(肥料配布及び見返り資金）
サイト視察
サン・ファン移住地発→サンファン泊

SANTA CRUZ

6 12/10 土

14:30
10：50
15：15
19：18
23：20

TOKYO  (JL004)
→　CHICAGO
CHICAGO (AA1986)
→MIAMI
MIAMI (AA922)
→

機中泊

  ホテル→SANTA CRUZ→LA PAZ

La Paz

7 12/11 日

06:38
13:00

→LA PAZ
団内打ち合わせ La Paz

13:00 団内打ち合わせ
資料整理 La Paz

8 12/12 月

09:00
15:00
16:30

VIPFE及びPL-480ミニッツ協議
在ボリビア大使館表敬
JICAボリビア事務所表敬 La Paz

09:00
15:00
16:30

VIPFE及びPL-480ミニッツ協議
在ボリビア大使館表敬
JICAボリビア事務所表敬 La Paz

9 12/13 火

07:00 肥料配布先及び見返り資金使用サイト調査（ア
チャカチ地域にてワークショップ(貧困農民支援
に関するワークショップ(地域農民参加も含
む））、見返り資金使用プロジェクト、帰途ラパス
市内肥料倉庫視察）

La Paz

07:00 肥料配布先及び見返り資金使用サイト調査（アチャ
カチ地域にてワークショップ(貧困農民支援に関する
ワークショップ(地域農民参加も含む））、見返り資金
使用プロジェクト、帰途ラパス市内肥料倉庫視察）

La Paz

10 12/14 水

12:00
14:30
16:00

ミニッツ署名
在ボリビア大使館報告
JICAボリビア事務所報告

La Paz

12:00
14:30
16:00

ミニッツ署名
在ボリビア大使館報告
JICAボリビア事務所報告

La Paz

No. 日付 時間 宿泊先
日程
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(4) 面談者リスト 

 
1)PL480〔TITULO III〕2KR 実施機関 
Marcelo Urquizo V.     財務局長 
Luis Jordán        技術局長 
Begoña Manning      対日案件担当 
Juan Carlos Pérez     情報担当 
 
2)大蔵省公共投資海外金融次官室（VIPFE） 
Victor Hugo Bacarreza   海外金融局長 
Ivonne Cuba Aguirre    渉外/支払い促進部長 
María Eugenia Jurado   海外金融アナリスト 
 
3)農民問題・農牧省（MACA） 
Javier Ernesto Muñoz Pereyra  農民問題担当次官 
Germán Zamora           生産開発局長 
 
4)ボリビア中央銀行 
Armando Pinell Siles     経済政策チーフアドバイザー 
Carlos González Rocabado  対外国際収支部長 
Eduardo Pardo       対外取引部次長 
David Espinoza Torrico   国際取引局長 
 
5)国立統計院(INE) 
Marco Ayala Sánchez    行政記録･統計･指数部長 
Armando Paredes Auchen  総合コーディネーター代行 
Freddy Estrada       情報処理/地図作成コーディネーター 
 
6)社会生産投資基金（FPS） 
Jorge Carrasco Gamarra   総裁 
Frida Nartínez Ch.      国際関係渉外担当 
  
7)Plan Internacional(NGO) 
Carlos Salinas        上下水/シャーガス病総合コーディネーター 
Gladis Montevilla       人材育成担当責任者 
 
8)米国国際協力庁(USAID) 
Jorge Calvo C.         MAPA（Market Access Poverty Aliviation）プログラム責任者 
 
 



 

5 

9)ボリビア総合農業試験場（CETABOL） 
高木 繁           所長 
小林 伸行          次長 
宮里 幸弘          農業部植物防疫プログラム担当 
Abdón Siles          農業部研究員 
 
10)日本ボリビア協会（コロニアオキナワ） 
中村 侑史（ゆきふみ）    会長 
 
11)サンフアン農牧総合協同組合(CAISY) 
伴井 富雄          組合長 
近藤 勇           総支配人 
米倉 清治           監事長 
岩崎 寿光          日系社会シニアボランティア 
 
12)世界食糧計画（WFP） 
Ginger Vitoria                代表 
 
13)在ボリビア日本国大使館 
白川 光徳         特命全権大使 
中村 一博         参事官 
野津 博之         二等書記官 
三上 綾子         二等書記官 
 
14)JICA ボリビア事務所 
蔵本 文吉         所長 
前田 英男         次長 
山口 尚孝         所員 
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第 2 章 当該国における農業セクターの概況 

2-1 農業セクターの現状と課題  

 
(1)「ボ」国農業の概況 

 ｢ボ｣国は、西部をペルー、南西部をチリ、北東部をブラジル、南東部をパラグアイ、南部をアルゼ

ンチンにそれぞれ国境を接している内陸国である。国土面積は、約 109.8 万 k ㎡、総人口は、880.8

万人（2003 年 FAOSTAT:FAO STATISTICAL DATABASES、以下 FAOSTAT）であり、国民の過半数は先住

民が占めている。また、「ボ」国の国土は、全般的に山が多く、標高が高く、経済開発が遅れ、１人

当たりの GNP は、950 ドル（2001 年 世界銀行）と南米諸国の中でも も所得水準の低い国のひとつ

となっている。 

「ボ」国において農業セクターは、GDP の 16％（2001 年）、労働人口の 43.4％(2003 年)を占める

セクターである。ボリビア農業は、地域的にはアンデス高原地域、渓谷部、東部熱帯平原の３つに区

分され、営農形態別にみると主に東部熱帯平原の企業による大規模農業とアンデス高原地域及び渓谷

地域に広がる中小農民による伝統的小規模農業の２つに大別できる。後者は自給のための基礎食用作

物生産を中心としており、ジャガイモ、その他塊茎作物、トウモロコシ、麦類、豆類を栽培している

が、近代的技術や農業資機材の利用が普及していないため生産性が極めて低い。そのため、小麦をは

じめとする農産物の輸入量は年々増加の傾向にあり、「ボ」国経済を圧迫している。 

 かかる状況を改善すべく、｢ボ｣国政府は農業の生産性を高め、食糧自給率の向上を図ることを政策

の優先課題とした「国家農林水産及び農村開発戦略」を 2004 年に策定した。この中で農村開発を含

む農業体制の改善、都市農村間の社会・経済格差の是正、各農産物品の生産性向上を具体的な行動計

画とした。また、2005 年は、「農牧・農村開発国家戦略」が策定され、生産性向上及び食糧安全保障

の確立などを目指している。 

  
(2)「ボ」国農業予算 

「ボ」国農牧・農村省（以下、農牧省という）は、食糧安全保障を農村開発戦略の１つの柱として

いるが未だ主要食用作物の自給は達成されていない状況であり、また、90 年代の構造調整政策の影

響で、農業技術普及に関する組織は、農牧省の外部へ委託される形となっている。表 2-1 に示すとお

り、2006 年度の国家予算額は、国家道路公団などと比較し、農牧省への割当は低く 4.2％となってい

る。 
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表 2-1 「ボ」国 2006 年国家予算案支出内訳 

                                  

組織名 予算額(ボリビアーノス） 割合

大蔵省 8,623,975 0.1%
経済開発省 48,977,176 0.8%
教育省 200,387,960 3.2%
保健スポーツ省 238,470,527 3.9%
農牧・農村省 259,283,209 4.2%
持続開発省 108,839,566 1.8%
公共事業サービス省 111,637,605 1.8%
大統領府 10,258,435 0.2%
内務省 8,820,000 0.1%
先住民担当省 5,509,999 0.1%
国民参加担当省 7,312,840 0.1%
鉱物省 14,629,634 0.2%
司法局 2,378,000 0.0%
国家道路公団 1,800,896,867 29.1%
戦争年金 16,159,500 0.3%
中央省庁小計 2,842,185,293 45.9%
国家公団小計 107,548,404 1.7%
中央政府小計 2,949,733,697 47.7%
地方分権財団 523,292,640 8.5%
県交付金小計 2,085,064,501 33.7%
市町村交付金小計 632,230,886 10.2%
合計 6,190,321,724 100%  

                          （出典：大蔵省 2006 年予算案） 

(3）「ボ」国の気候 

「ボ」国の雨季は 9月～4月であり、例年、12 月～2月に洪水が発生することが多く、他方、近年

では、東部のサンタクルス、チュキサカ及びタリハにまたがるチャコ地方において旱魃が起きている。

図 2-1 に「ボ」国の対象地域における主要都市の月平均降水量及び月平均気温を示す。 
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図 2-1 「ボ」国の対象地域における月平均降水量及び月平均気温 

（上記、棒グラフは月平均降水量、折れ線グラフは、月平均気温、 

但し、スクレ及びコチャバンバの降水量データ並びにポトシの気温データは未入手） 

出典：World Climate 

「ボ」国の農業地域は、地形的にみると3つに区分される。国土の西側の地域の大部分は幅約160km、

長さ約900kmにおよぶアルティプラーノと呼ばれる高原となっており、海抜は3,000ｍを超えている。これに

対し、東側にはリャノと呼ばれる熱帯性の平原（標高200～500ｍ）が広がっている。リャノの北側はアマゾン

川の上流地域に、南側はラプラタ水系に属している。もう一つは高原と平原の間にある標高1,000～2,500

ｍの渓谷地帯である。今回、肥料配布の対象地域となっている地域5県も表2-2のとおりに分類することが

できる。 
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表2-2 県別農業事情 

地形･気候

・面積133,985k㎡（国土の12％）
・北部の一部地域：　500～2,500mの亜熱帯性渓谷地帯。
　年平均気温18～23℃、年降水量1,000～2,000mmで、湿潤亜熱帯雨林
　を形成している。年間降水量5,000mmに達する地域もある。
・北部以外の地域：　標高3,800～4,000mの亜熱帯高原。
　年平均気温8～11℃、年間降水量は300～550mm程度。
　ラパスのほとんどの地域がこの気候帯に属している。

農業

・ジャガイモ等の塊茎作物、オオムギ、コムギ、トウモロコシ等の穀物の栽
　培が行われている。伝統的農業ゆえに収益性が極めて低く、一戸
　あたりの農地面積も小規模なものとなっている。
・南部地域は塩分が集積し、耕作不能地域となっている。

地形･気候
・面積118,218k㎡（国土の11％）
・県のほぼ全域が3,500～4,000mの温帯山岳地帯に属す。
　年平均気温は10℃、年間降水量は500mm程度である。

農業
・ジャガイモ等の塊茎作物、オオムギ、コムギ、トウモロコシ等の穀物の栽
　培が行われている。ラパス同様、伝統的農業ゆえに収益性が極め
　て低く、一戸あたりの農地面積も小規模なものとなっている。

オルロ

地形･気候

・面積55,631k㎡（国土の5％）
・500～2,500mの亜熱帯性渓谷地帯。
　年平均気温18～23℃、年降水量1,000～2,000mmで、湿潤亜熱帯雨
　林を形成している。

農業
・比較的気候条件に恵まれており、伝統的な農業地帯となっている。
　人口が集中しており1戸あたりの耕作面積が少ない。
・耕作可能地はほぼ農地として開発し尽くされている。

地形･気候

・面積51,524k㎡（国土の5％）
・チャコ地方：　温帯低地地域。年平均気温は22～26℃。
 年降水量は500～1100ｍｍ。
・上記以外の地域： 1,000～2,500mの温帯渓谷地帯。
 年平気気温23℃、年間降水量は500～700mm程度で、特に6～9月の
 乾季にはほとんど降水量が無いのが特徴である。

農業
･気候条件に恵まれ伝統的な農業地帯となっているが、コチャバンバ
 同様人口が集中しており1戸あたりの耕作面積が少ない。

タリハ

地形･気候

・面積370,621k㎡（国土の34％）
・北部・東部以外の大部分： 温帯性低地。
　年平均気温は22℃、年降水量は1,000～1,500ｍｍ。
・北部：　亜熱帯性平原。
　年平均気温23℃、年降水量1,800～2,000mmで、湿潤亜熱帯性雨林が
　形成されている。しかし年によっては5～9月の雨量が50mm以下とな
　り、しばしば干ばつ被害が生じる。
・東部：　500～2,500mの亜熱帯渓谷地帯。
　年平均気温18～23℃、年降水量1,000～2,000mmで、湿潤亜熱帯性雨
　林を形成している。
　年間降水量5,000mmに達する地域もある。

農業

・同県では企業的による近代農業が展開されている。
　輸出指向農産物（大豆、サトウキビ、綿花等）の生産が中心である
　が、国内市場向けの作物（コメ、トウモロコシ、コムギ等）の生産もさ
　かんに行われている。

ベニ

パンド

東部平原地域

サンタ・クルス

対象地域外

対象地域外

渓谷地域

コチャバンバ

チュキサカ

今回は対象地域外

高原地域

ラパス

ポトシ

今回は対象地域外

 

（出典：「ボ」国国立統計局資料（以下、ＩＮＥ：Instituto Nacional de Estadística）） 
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以上のとおり、「ボ」国の農業には多様な地域特性がみられるが、営農形態は 2つに大別される。一

つは、アンデス高原などの山岳･渓谷地域を中心に展開される、農業資機材をあまり投入しない伝統

的農業、もう一つは東部平原地域で行われている近代的農業である。今回の対象地域は、サンタクル

ス以外はいずれも伝統的農業が中心となっている。PL-480（2KR 実施機関）からの聞き取り調査によ

ると、伝統的農業を行っている地域では作付け 1回に対し、数 kg～150kg(3 袋)程度の肥料を肥料販

売店から購入する農民が多い。一方、サンタクルスでは、農業組合などが要望数量を取り纏め、PL-480

から一括して直接購入する場合が多いとしている。 

 
(4）食糧事情  

｢ボ｣国は FAO の食糧不足認定国ではないが、日本を含む国際社会から食糧援助を得ており、穀物輸

入量が 52.4 万トン（2003 年）、WFP 等の食糧援助が 11.7 万トン（2003 年）となっている。FAO Database

によると、2002 年の一人あたりカロリー摂取量は 2,235kcal/日であるが、依然として貧困層の栄養

状態は良くない。特に、2004 年、2005 年には、ボリビア南部のチャコ地方にて旱魃が発生し、多く

の国内難民が発生している。WFP の報告によれば、同地方では子供などが、依然として栄養不足とな

っている。これ以外にも、異常気象から国内各地で旱魃、洪水が発生し、被災民が発生している。 

 
(5) 農業・食糧生産状況 

 
表 2-3 至近 6年間の主要食用作物の耕地面積、単位収量、生産量 

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
収穫面積(ha) 133,600 128,539 129,641 129,500 129,230 129,230
単位収量(kg/ha) 6,938 7,018 6,126 6,075 6,405 6,405
生産量(t) 927,001 902,097 794,193 786,765 827,690 827,690
収穫面積(ha) 307,292 306,118 310,465 301,650 306,080 306,080
単位収量(kg/ha) 2,126 2,214 2,167 2,346 2,242 2,242
生産量(t) 653,271 677,829 672,772 707,738 686,110 686,110
収穫面積(ha) 117,490 110,474 132,093 103,840 115,470 115,470
単位収量(kg/ha) 887 1,057 894 854 934 934
生産量(t) 104,262 116,778 118,149 88,674 107,870 107,870
収穫面積(ha) 161,175 149,253 129,630 142,488 140,460 140,460
単位収量(kg/ha) 1,924 1,924 1,558 2,979 2,168 2,168
生産量(t) 310,099 287,134 202,005 424,454 304,530 304,530

ジャガイモ

トウモロコシ

コムギ

コメ

 
(出典：FAOSTAT、2006 年、2005 年は推定値) 
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表 2-4 主要食用作物の輸出入量 

                            （単位：t） 

　 2003年
輸入量 0
輸出量 0
輸入量 21,114
輸出量 5,176
輸入量 347,513
輸出量 0
輸入量 0
輸出量 0

ジャガイモ

トウモロコシ

コムギ

コメ

  

                         （出典：FAOSTAT（2005 年）） 

「ボ」国の主要食用作物は、ジャガイモ、トウモロコシ、コムギ、コメであり、表 2-3 に示すとお

り、その中でもジャガイモの生産量は 4主要食用作物全体の 4割近くを占める。「ボ」国は、ジャガ

イモの原産地の一つであり、また、ジャガイモは国民の主食である重要な作物である。トウモロコシ、

コムギは、単収が 5%の伸び、他方、コメの単収は、12％の伸びとなっている。コメは、主にサンタ

クルス県で栽培されており、水稲栽培などが普及しつつあることから、単収の伸びが記録されている。 

このように、「ボ」国の主要食用生産は大概横ばいの生産となっているが、その原因としては次の

４点が考えられる。①土地の登記や所有権など法的環境が未整備であり、作付面積が増加しない②灌

漑設備に対する投資が少ないため、作付面積が増加しない③肥料、農薬及び燃料費がコスト高であり、

競争力がない（パラグアイの 1.09～1.77 倍）④農産物の十分な販売市場がないなどである。生産量

及び生産性を向上させるためには、これらの状況を改善することが急務とされている。 

輸出入に関しては、表 2-4 のとおりトウモロコシ、コムギが輸入されており、コムギに関しては国

内需要の 8割程度を輸入している状況である。 

 
2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

 

(1）「ボ」国の貧困の状況 

「ボ」国の貧困に関する一般的な定義は、世界銀行の手法に基づき、所得（消費）水準及び基本的

ニーズの充足度を組み合わせ指数化している。同手法は、EBRP(ボリビア国貧困削減戦略ペーパー： 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza、ボリビア版 PRSP)、貧困に関する政策文書及

び国立統計局の諸資料で使用されている。所得（消費）水準では、絶対的貧困または、極貧と相対的

貧困の２種類の貧困ラインが設定され、この貧困ラインに基づき表 2-5 が示す貧困人口数や貧困ギャ

ップ及び貧困指数などが算出される。例えば、農村部の極貧率が 69.5%とは、農村人口の 70%を占め

る 210 万人の年間所得が平均して最低限のカロリー摂取に必要な金額の半分程度しかないことを意

味する。このように農村部の貧困及び極貧率は、都市部と比較し高く又、表 2-6 に見る通りボリビア

特有の標高 3,000～5,000m のアルティプラーノ（高原）地域の貧困・極貧率は更に高くなっている。

農村部の貧困改善のためには、表 2-7 の基本的ニーズの非充足率が示す貧困率の指数の元となる農村

経済の改善策、住宅建材の改善、上水道整備（衛生設備）、教育環境の改善及び電化などのインフラ

整備を含む改善が求められる。農村経済の改善の一つとして、肥料を効果的に施肥することにより、

主な主要食用作物であるジャガイモの収量増及び収入増を「ボ」国政府は目指している。 
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表 2-5 地域別貧困指数 

貧困指数 全国 都市 農村

貧困率（％） 63.5 51 84.5

貧困者数（百万人） 5.1 2.6 2.6

貧困者平均年収
* 1,552 2,281 817

貧困ギャップ（％） 36.6 22.4 60.3

貧困ギャップ水準
** 1,909 1,481 2,038

極貧率（％） 40.2 22.6 69.5

極貧者数（百万人） 3.24 1.14 2.1

極貧者平均年収
* 808 1,314 533

極貧ギャップ（％） 22.9 8.8 46.4

極貧ギャップ水準
** 987 833 1,070

注：ボリビア統計局（INE）は、基本的栄養ニーズを充たす

ための50品目の市場価格を合計して極貧ラインを決定

している。
*　　2000年12月　単位：ボリビアーノス
**　　一人当たり年間貧困水準への不足額（2000年12月

  単位：ボリビアーノス）

（出典：ボリビア統計局、ボリビア国別援助研究会報告書）  

表 2-6 生態系と貧困（2000 年） 

              (単位：人口以外は％、人口は人数）

非貧困 貧困 極貧 合計 貧困率 極貧率

都市部

高地 37.41 38.04 50.01 41.16 58.87 34.53
渓谷 25.91 27.14 26.14 26.30 55.43 28.24
低地 36.68 34.81 23.85 32.54 49.00 20.83

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 54.76 28.42
人口数 2,383,708 1,387,693 1,497,125 5,268,526

農村部

高地 18.67 24.54 52.49 40.43 93.35 77.74
渓谷 47.56 46.92 36.90 41.02 83.29 53.89
低地 33.77 28.54 10.61 18.55 73.77 34.24

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 85.59 59.89
人口数 433,166 772,728 1,800,383 3,006,277

全国

高地 34.53 33.21 51.36 40.89 71.26 50.05
渓谷 29.24 34.22 30.02 31.65 68.55 40.32
低地 36.24 32.57 16.62 27.46 55.08 24.12

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 65.96 39.85
人口数 2,816,874 2,160,421 3,297,508 8,274,803  

（出典:INE 2001b） 
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表 2-7 基本的ニーズの非充足率（2001 年） 

1999年 2001年

全国 70.9 58.6 39.1 70.8 58.0 43.7 52.5 37.9

都市 53.1 35.0 15.6 68.9 44.3 14.1 36.5 31.0

農村 95.3 90.8 75.7 76.3 78.9 91.2 70.3 54.5

教育 保健
総合的非充足率

住居建材 過剰居住 衛生設備 エネルギー

 
(出典：INE 2002c） 

 表 2-8、県別貧困指数によれば、チュキサカ県農村部で 94.4%、ポトシ県農村部で 92.1%、ラパス

県農村部で 85.4%、コチャバンバ県農村部で 83.7%の貧困率を示している。これらの県は、いずれも

貧困農民支援の対象地域となっている。一方、サンタクルス県農村部の貧困指数は、70.0%となって

おり他県と比較しやや低い値となっているが、都市部と比較すると高い水準にある。また、サンタク

ルス県は、コムギ、コメの主要生産地となっており、同国で低い自給率となっているコムギの生産性

向上のために同県を特に支援対象地域としている。 

 
表 2-8 県別貧困指数 

全国 ﾁｪｷｻｶ ﾗﾊﾟｽ ｺﾁｬﾊﾞﾝﾊﾞ ｵﾙｰﾛ ﾎﾟﾄｼ ﾀﾘﾊ ｻﾝﾀｸﾙｽ ﾍﾞﾆ ﾊﾟﾝﾄﾞ

全国

貧困率（％） 63.5 80.1 65.1 63.8 66.2 79.2 64.1 51.5 55.5 49.1

貧困者数（千人） 5,130 449 1,511 931 231 572 252 958 200 25

貧困層平均年収 1,552 972 1,575 1,522 1,515 894 1,672 2,088 2,004 1,722

貧困ギャップ 36.6 57.5 37.1 37.1 36.4 56.4 34.9 24.2 26.7 22.8

ギャップ価格
* 1,909 2,194 1,940 1,874 1,779 2,095 1,829 1,750 1,747 1,369

都市部

貧困率（％） 51.0 56.8 55.2 47.2 56.1 57.1 50.2 46.5 48.7 24.8

貧困者数（千人） 2,575 121 862 375 128 153 121 681 130 4

貧困層平均年収 2,281 2,132 2,119 2,532 1,930 1,812 2,429 2,479 2,461 3,479

貧困ギャップ 22.4 26.6 26.1 18.7 26.5 26.3 21.2 19.3 20.4 4.4

ギャップ価格
* 1,781 1,880 1,894 1,668 1,719 1,544 1,771 1,758 1,776 759

農村部

貧困率（％） 84.5 94.4 85.4 83.7 84.9 92.1 86.1 70.0 74.9 61.6

貧困者数（千人） 2,555 328 649 556 103 420 131 276 70 21

貧困層平均年収 817 545 853 842 1,003 560 979 1,124 1,160 1,360

貧困ギャップ 60.3 76.4 59.9 59.0 55.1 74.0 56.8 42.4 44.5 32.2

ギャップ価格
* 2,038 2,310 2,002 2,013 1,852 2,295 1,882 1,731 1,695 1,495

注：
*
2000年12月ボリビアーノス  

（出典：INE(2002b)） 

 表 2-9 が示すように小規模農家は、労働形態別雇用の約 4割を占め約 140 万人となっている。この

農村小規模農家の収入が向上すると結果として同国の貧困率の低減に結びつくことになる。 
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表 2-9 労働形態別雇用と所得（1999 年） 

就業者数（人） ％ 月平均所得（ボリビアーノス）

農村小規模農家 1,409,313 39.5 244

農業労働者（非適格） 66,672 1.8 725

非農業労働者（非適格） 296,451 8.3 651

都市インフォーマル 878,203 24.6 415

事務労働者（適格） 626,368 17.5 1,240

雇用者 292,734 8.2 2,683

経済活動人口合計 3,569,741 100.0 704  
                    （出典：Andersen, Lykke E. & Faris (2002)） 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 「ボ」国最貧困層地図及び対象地域 

（出典：INE） 

 
上記及び図 2-2「ボ」国の最貧困層地図及び対象地域の地図で明らかにようにアルティプラーノ（高

原）地域の農村部に最貧困層の割合が高く、主に同地域を含む５県に対して貧困農民支援の肥料が配

布されている。 

 

(2)「ボ」国の農民分類 

 「ボ」国では、農牧・農村省を始め関係省庁の聞き取りにより確認したところ、栽培面積による

農家の分類を厳格に行っておらず、統計データもない状態である。しかしながら、農業関係者間では、

３つの地域に応じ小農の分類を行っている。第一にラパス県などのアルティプラーノ（高原）では、

農業者一戸当たりの農業所有面積は平均 2ha 以下で、生産物のほとんどを自給用として消費し、余剰

分を物々交換などの地域市場に出している。第二にコチャバンバ県などの渓谷地域では、一戸当たり

の所有面積は 2～3ha であり、主要食用作物を生産している。第三に、サンタクルス県などの湿潤熱

帯地域においては、20～30ha の農地を所有し、焼畑等による農業が行われている。 
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2-3 上位計画（PRSP／農業開発戦略） 

 
(1）PRSP 

「ボ」国政府は 2000 年 1 月に「ボリビア貧困戦略ペーパー Estrategia Boliviana de Reducción de 

la Pobreza:EBRP、ボリビア版 PRSP（以下、EBRP）」の暫定版を作成し、 終版は 2001 年 6 月に世銀

及び IMF の理事会で承認された。同戦略は①機会（貧困層の雇用と収入機会の拡大）、②能力（貧困

層の生産的能力の拡大）、③社会保護（貧困層の安全と保護）、④社会参加（貧困層の社会参加・統合

の促進）の 4本の戦略的柱と、⑤先住民アイデンティティの重視、⑥ジェンダー、⑦自然資源・環境

保護の 3つの横断的テーマから構成されている。その下に 42 の施策を定めており、貧困農民支援は、

②能力の戦略的柱の下に位置する。 

その後、2003 年 10 月に同戦略の進捗状況と今後の展望をまとめた「プラン・ボリビア」を発表し、

EBRP の改定を検討した。しかしながら、2003 年 10 月、「ボ」国の南部に埋蔵する天然ガスの輸出先

を巡る暴動をきっかけとしてロサダ元大統領は辞任し、EBRP の改定作業は停止した。その後、2004

年に開始された「生産性に関する国民対話」により、コミュニティ、市町村、県、国レベルでボトム

アップのプロセスを経て意見を聴取する対話が実施された。乳製品、リャマ、大豆、ぶどう加工品、

木材などの産品の生産連鎖を強化することによる生産性向上による戦略を採用することが決定され、

今後は、2006 年 1 月に誕生したモラレス大統領の指揮の下、「生産性に関する国民対話」の合意事項

を元に EBRP の改定が実施される予定である。 

 
(2）農業開発戦略 

2005 年 8 月、農牧・農村省（以下、農牧省）により「農牧・農村開発国家戦略 Estrategia Nacional 

de Desarrollo Agropecuario y Rural(以下、ENDAR とする)」が策定された。本戦略は上記、国家戦

略策定の際に実施された「生産性に関する国民対話」の合意事項を元に、貧困削減を目標とし、農村・

農業セクターにおける生産性向上を目指している。 

ENDAR における戦略の柱は次のとおりである。 

① 先住民及び農民コミュニティ開発 

② 生産性及び競争性の向上 

③ 食糧安全保障 

④ 土地問題（土地なし農民に対する土地再配分に関する法整備） 

⑤ 貧困削減に寄与する教育・制度強化などの非農業分野の機会拡充 

⑥ 生産性向上に寄与するインフラ整備 

⑦ 新たな代替作物開発（コカの代替作物の開発） 

⑧ 農業生産性開発セクターにおける農牧林業関連機関による農業政策、戦略、計画の策定及び実施 

以上の中で、「貧困農民支援」は③の食糧安全保障面における支援として位置付けられている。 
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第 3 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

3-1 実績 

「ボ」国に対する 2KR は 1979 年に開始され、2003 年度まで 25 年間に亘り毎年供与されてきた。

供与総額は 119.2 億円に上る。品目は、肥料及び農業機械などの農業資機材である。1991 年度以降

は肥料のみが調達されてきた。表 3-1 に｢ボ｣国に対する 2KR 援助の供与実績を、表 3-2 に至近の 6

年間における調達品目を示す。近年では毎年 8～12 千 t 前後の肥料が調達され、これは「ボ」国内の

肥料流通量の 3～5％程度を占めている。2KR で調達された肥料は、同国内で取引されている密輸入さ

れたベネズエラ産肥料と異なり品質が良く、農民の評判も良いことからコンスタントに販売されてい

る。 

 

表 3-1 ｢ボ｣国に対する 2KR 供与実績 

 1998 以前(計) 1999 2000 2001 2002 2003 合計 

E/N 額 

（億円） 
97.0 5.0 4.5 4.5 4.2 4.0 119.2 

E/N 

締結日 
- 1999.8.26 2000.12.7 2001.11.19 2003.3.14 2004.4.12  

品目 
肥料/農薬 

/農機 
肥料 肥料 肥料 肥料 肥料  

（出典：JICS データベース） 
 

表 3-2 至近の 5年間における 2KR 調達品目 
（単位：t） 

調達品目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 合計

肥料

尿素 0 0 3,958 3,466 1,956 9,380
DAP 18‐46‐0 9,730 13,551 8,843 2,968 6,000 41,092
NPK15‐15‐15 2,099 0 0 4,000 0 6,099

合　計 11,829 13,551 12,801 10,434 7,956 56,571  
（出典：JICS データベース） 

 
3-2 効果 

(1）食糧増産面 

2KR により調達された農業資機材が「ボ」国全体の食糧増産に与えた影響に関しては、天候などの

外部要因もあることから測定は困難であるが、久保田大輔 JICA 派遣専門家による「2KR 肥料効果試

験結果報告書―ジャガイモ、トウモロコシ、水稲―」（2004 年 5 月）によれば 2KR 調達肥料を用いた

肥料の収益面も含めた試験場での試験結果が報告されている。以下に試験結果の概要を記載する。 
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2KR 肥料効果試験結果報告書概要 

目的：2KR 調達肥料（尿素、DAP(18-46-0)が実際に使用されているサンタクルス県、コチャバンバ

県において 2KR 援助対象作物であるジャガイモ、トウモロコシ、水稲を対象とした施肥試験を実施し、

その結果を明らかにする。 

肥料効果試験期間 

ジャガイモ：2003 年 8 月～2003 年 12 月 

トウモロコシ：2003 年 8 月～2004 年 2 月 

コメ：2003 年 11 月～2004 年 3 月 

試験結果：ジャガイモ、トウモロコシ、水稲の肥料効果試験結果からは、2KR 肥料による施肥効果

が確認された。各作物の収量は、各ジャガイモ（施肥区：17.2t/ha、無施肥区：12.2t/ha）、トウモ

ロコシ（施肥区：雌穂数 39,895 個/ha、無施肥区：雌穂数 34,133 個/ha）、水稲・砂質圃場（施肥区：

6.7t、無施肥区：5.1t）、水稲・粘土質圃場（施肥区：7.7t、無施肥区：6.3t）であり、施肥区と無

施肥区の間には有意な差が認められた。本試験結果での施肥による ha 当りの収益増は、ジャガイモ：

US$631、トウモロコシ US$1,080 及び水稲・砂質圃場 US$77、水稲・粘土質圃場 US$207 が見込まれる。

栽培管理、気象条件、取引価格等により、左右されるものの 2KR 肥料による施肥効果は食糧増産面だ

けではなく、農家所得の向上に対しても大きなインパクトを与えていると予測される。 

  

(2）貧困農民、小規模農民支援面 

 
 過去に調達された 2KR 肥料は、PL-480 を通して主として主要食用作物を生産する小規模農家に、

市場価格よりも 1～4 割程度安く販売されてきた。第 2 章で述べたとおり、｢ボ｣国農村部では特に貧

困層の割合が高く、小規模農家は農業に必要な資機材を購入するための十分な経済力を有していない。

｢ボ｣国では数社の民間業者による肥料の販売価格は高値となっており、小規模農家には購入不可能も

しくは必要量が購入できない状況である。このような状況の中、2KR 援助により良質の肥料が廉価で

販売され、小規模農家や貧困農民も、生産コストを抑えながら生産量を上げることが可能となり、こ

れら農家の食糧安全保障と収入、生活水準の向上に役立っている。 
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3-3 ヒアリング結果 

本調査では、時間的な制約の中で可能な限り多くの関係者を訪問し、より多くの発言を忠実に本報

告書に記載することとした。 

 
(1）ボリビア側機関 

 1）農牧省 

・ 農牧省は、貧困農民支援を重視しており、2004 年に実施された「生産に関する国民対話」の

結果を元にリャマ（ラクダ科動物）製品、キヌア（高原地域で栽培される穀物）、酪農など

の生産連鎖の生産性のボトルネックの改善を行い、生産性・競争性強化を目指している。貧

困農民支援は、生産性の向上に結びつき、食糧安全保障の観点から同国にとって不可欠な援

助である。加えて生産連鎖改善及び農村開発のために既に米州開発銀行が 3,000 万ドル、世

界銀行が 2,800 万ドルをプレッジしている。 

・ 農牧省は、2KR コミッティに参加しており、貧困農民支援の改善のために積極的に意見を出

している。この点でステークホルダーの参加機会は確保できている。 

・ 地域農村開発のためのプロジェクトを農牧省は策定しており、特に貧困農民地域での灌漑施

設やため池及び 100 箇所の農産物倉庫建設を計画している。そのため、見返り資金のプロジ

ェクトの申請を検討しているとのことである。 

・ 食糧増産のためには、主要食用作物の優良種子の改善が必須であり、農牧省としては、育種

及び優良種子の証明書発行を実施し、生産性向上を目指している。 

 
2）ボリビア中央銀行（見返り資金口座） 

・ 日本の 2KR 及び見返り資金に関しては問題なく使用されており、大蔵省公共投資海外金融次

官 室 (VICEMINISTRO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMENTOEXTERNO,MINISTERIO DE 

HACIENDA:VIPFE) （以下、VIPFE）の依頼に基づき現在、外部監査を実施している。見返り

資金については、VIPFE の指示に基づき、毎月、VIPFE に残高証明書を送付している。 

・ 見返り資金口座から、使用プロジェクトへの支払いに関しては、VIPFE の許可があれば、24

時間以内に支払いを実施している。市町村の見返り資金プロジェクトの場合は、地方自治体

へのコンピュータ管理の経理システムである SIGMA（Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa:行政近代化統合システム）経由での支払いを利用しており、

汚職防止の対策が採用されている。 

 
3）国家統計局（INE） 

・ INE（Instituto Nacional de Estadística,以下、INE）は、Anuario Estadístico 2004(年

鑑統計 2004 年)の発行を行い、「ボ」国全体の統計情報の管理を行っている。2KR の見返り資

金により、ボリビア国内 9県の INE 地方事務所の情報収集を行うネットワーク機材の納入が

可能となった。INE は、ミレニアム開発目標の達成のモニタリングを行うプロジェクトを実

施しており、同ネットワークにより、322 市町村のミレニアム開発目標の数値を定期的に収

集することが可能となった。また、JICA による三国間の技術協力によりアルゼンチンから統

計情報処理に関連する技術者が派遣される予定であり、技術協力との連携で更なる効果が期

待できる。これらの案件に関し、ミレニアム開発目標に対する協力の流れの中で INE は日本
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の援助を高く評価している。2006 年 6 月には、機材供与が完了するため、供与式を実施した

いと考えている。 

・ 貧困農民支援に関し、「ボ」国では、農業関連の統計情報のモニタリングがあまり実施され

ていない。今後は、INE としても農業統計情報の収集を積極的に実施したいと考えており、

プロジェクト申請を検討している。 

 
4) FPS（Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social:国家生産性社会投資基金） 

・ FPS は、主に地方自治体の生産・社会インフラプロジェクトの実施機関である。2005 年の予

算額は、2.1 億ボリビアーノス（2,600 万ドル）であり、国家予算に組み込まれている。ま

た、FPS は、既に見返り資金使用プロジェクトを大蔵省に申請しており、使用許可を待って

いる状況である。同プロジェクトはミレニアム開発目標を達成するために市町村から提出さ

れている保健、教育分野での総合的な開発プロジェクトである。既に世界銀行は、保健分野

のミレニアム開発目標達成のために 110 万ドルの援助を決定し、プロジェクトが開始されて

いる。 初は、小規模に開始し、モニタリング・評価を経て、目標達成のためのボトルネッ

クを解析し、プロジェクトの修正を行った後、全国的に拡大したいと考えている。 

 

(2）他ドナー、NGO 

 1) WFP 

・ 食糧援助に関しては、本年日本国政府から WFP 経由で約 250 トンのコメが供与された。同援

助により Food for Work（食糧供与を条件にインフラ整備を実施）の方式により社会開発も

併せて実施している。また、災害対策では、昨年、「ボ」国東部のサンタクルス県、タリハ

県及びチュキサカ県にまたがる「チャコ」地方に旱魃があったが、スペイン政府などの支援

を得て、食糧供給などを実施した。同旱魃では、5 万 9 千人が被災民となった。今後は、貯

水池の建設などを通して、旱魃に強い環境整備を行う予定である。 

・ その他の栄養強化プロジェクトでは、食品メーカーに働きかけ、「ボ」国内の食用油中にビ

タミン Aの添加を義務付けることに成功した。その他にも、栄養ピラミッドの啓蒙ポスター

や、食習慣改善の啓蒙劇などを製作している。 

・ 食糧安全保障の面では、子供の栄養強化を目的とした学校給食をボリビア全土に普及させる

運動を行っている。特に、ボリビアの国内でもっとも脆弱な分類にある 6市の学校給食の普

及を強化している。 

・ 今後の WFP のプロジェクトは、2008～2012 年の 5年間で約 70%が技術支援、残り約 30％が食

糧援助の割合で技術支援の割合を高くした。 

 
 2) USAID  

・  米国の「ボ」国援助の重点分野は、①地域保健（母子保健、HIV 対策プロジェクトを含む）、

②民主主義の普及、③コカ代替作物の普及、④環境保護、⑤経済への機会促進の５つである。

「ボ」国政府省庁経由ではなく、主に米国系 NGO を通して援助を実施している。農業プロジ

ェクトについては、③と⑤において市場へのアクセス強化を目標として、コカ栽培地域であ

るラパス県ユンガス地域及びコチャバンバ県ユンガス地域でプロジェクトを実施している。

市場へのアクセス強化で代表的なプロジェクトとしては、コーヒー栽培があり、ユンガス地
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域のコーヒーの品質の向上に貢献した。2003～2005 年にはユンガス地域でコーヒーの品質コ

ンテストを実施し、日本からもコーヒー鑑定士がボリビアを訪問することになった。同コン

テストの結果、2004 年には、ウェブ上でコーヒー豆の電子入札が実施され、ボリビア産コー

ヒー豆が高値で取引されることとなった。また、タマネギも米国向けに輸出し、市場を確保

しつつある。コーヒー豆及びタマネギ以外では、パルミート（やしの幹）、バナナ、緑茶、

紅茶、カカオ、オレガノ、缶詰用フルーツなどを栽培し、付加価値を付けて国内外の市場に

販売している。 

USAID と PL-480 との関係では、以前に PL-480 が小麦援助の実施機関を担当している。非常

に公正な機関であり、パフォーマンスも良い。小麦援助では、Food for Work（食糧供与を

条件にインフラ整備を実施）の形式で援助を実施、貧困農民のエンパワーメント強化に結び

ついた。同国における農業技術普及組織として SIBTA（Sistema Boliviano de Tecnología 

Agropecuaria：農牧技術支援システム）（以下、SIBTA）があるが、SIBTA 経由の農業技術普

及の場合、農民及び農民組合が 15%のコストを負担するシステムを採用している。結果とし

て、農民側が 40%以上の増収を達成することができ、持続的に運営できている。 

・ 農産物の市場へのアクセス強化プロジェクトでは、SIBTA 経由で主にコチャバンバ地域の農

業技術支援を実施している。SIBTA に対しては、５年間で 3,000 万ドルの援助を実施し、農

業経営も含めた農業指導を行っている。対象は、2 万世帯の農家であるが、既に収入が約 2

倍に増えた。同地域では、コーヒー、紅茶の栽培以外にタマネギ、ニンニク、オレガノ、園

芸作物種子などの産品を栽培している。 

・ 農牧省などが生産連鎖の分析をしているが、問題はポスト・ハーベストである。収穫後にネ

ズミなどの被害により、平均して 8%の食糧の損失が発生している。共同倉庫の建設など、こ

の損失を 少化する工夫を USAID は考えている。 

・ 2KR のスキームについては知っているが、肥料が食糧増産、貧困農民支援に結びつくために

は、①土壌分析、②灌漑設備の充実が必要であると考える。例えば、USAID の貧困対策プロ

グラム責任者である Jorge Clavo（ホルヘ・クラボ）氏によれば、個人的に同氏は、ラパス

県に農地を所有し、ジャガイモを栽培しているが、ボリビア国内で満足に土壌分析が可能な

研究機関が存在しないため、毎年、土壌サンプルを採取し、チリの研究機関にて土壌分析を

依頼し、同土壌分析結果を元に理想的な肥料配合に基づき施肥を行っている。自分の保有す

る土地は、数百メートルの距離があっても土壌中の成分は変化するため、必要な養分を適宜、

補充する方法をとっている。結果として、ジャガイモの収量は、ボリビア平均で 4t/ha であ

るが、自作耕地では 30t/ha の収量を達成することができた。また、肥料面だけでなく、的

確な分量の施肥を行っても雨が降らない場合、肥料が無駄となるため、灌漑設備の設置が重

要であると考える。 

 

3) プラン・インターナショナル・ボリビア（アチャカチ地区等で活動する NGO） 

・ プラン・インターナショナル・ボリビア（以下、プラン）は、国際的な NGO であり各国に支

部を持つ。当事務所は、ボリビア国内の担当になっている。職員は 170 名いる。主な活動と

しては、①里親制度による海外との情報交換、②農村開発、③村落簡易上水道整備である。 

・ ボリビアの農村開発で特に留意する点は、文化的な側面の重視である。農村に住むのはほと

んどが先住民であり、先住民の習慣、文化を尊重しないでトップダウン型の援助を実施する
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とプロジェクト終了時に先住民が主体的に活動をしなくなる可能性が高い。 

・ その他に必要な点は、市町村などの地方自治体との連携である。現状では農村コミュニティ

と市町村などの地方自治体には信頼関係が薄く、これも持続的な開発を考えた場合のボトル

ネックとなっている。 

・ 2KR に関しては、単に肥料供与を実施するのではなく、総合的な形で村落開発をしていくこ

とが望ましいと考える。村落では、病気、水不足、資金不足などの貧困の悪循環があり、こ

れを打破することが重要である。従って見返り資金のプロジェクトも単にセクタープロジェ

クト毎に投資をするのではなく、村落ベースで総合的に開発することが望ましい。 

・ プランは、村落ベースで参加型のプロジェクトを既に実施してきており、そのノウハウを持

っているので貧困農民支援とも連携が出来る可能性はある。日本が積極的に援助しているア

チャカチ地区においても長年プロジェクトを実施してきており、JICA ボリビア事務所等を通

してどのような連携ができるか話し合ってみたい。 

 

  4) CETABOL(Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia:ボリビア総合農業試験場) 

・ サンファン及びオキナワ移住地及びボリビア農業のための JICA 管轄の農業試験場である。

2010 年にサンファン及びオキナワ移住地農業組合に移管することが決定されている。 

・ CETABOL の活動の中で地域農民への農業普及として、毎年１回作物栽培に関するセミナーを

行っている。オキナワ移住地には、約 800 人の日本人、日系人がいるが、オキナワ市には、

10,000 人のボリビア人が在住しており、既に日系人コミュニティではなく、ボリビア人コミ

ュニティになったといえる。現在では日系人とボリビア人との更なる融合が求められている。 

・ 2KR に関しては、土壌分析を元にした肥料曲線上の 適施肥が も重要である。施肥の目的

は農業収益の向上であり、肥料の価格、収穫物の販売価格を元に 適な施肥を行うことであ

る。このコスト・ベネフィット分析に基づき、考えられたのが肥料曲線である。例えば、

CETABOL の圃場においても、場所により土壌成分は大きく異なり、施肥分量が異なり、1ha

辺り 30kg 以上の肥料を節約することが可能である。但し、土壌分析のためには 1 サンプル

につき 35 ドルの費用が必要であり、貧困農民では、このコスト負担ができない。大規模農

家では、土壌分析が一般的に行われており、土壌分析することにより、的確な施肥が可能と

なり、コスト削減により利益を生むことが可能となっている。 

・ 他に必要なのは水源である。既に、大豆、トウモロコシなどは、水があるかないかで耕地選

定が行われており、仮に肥沃な土壌である耕地であっても水が確保できなければ、肥料投資

が無駄になる可能性がある。年々、サンタクルス南部から水が豊富にあるサンタクルス県北

部に耕地の選定が変わりつつある。大規模農家は、灌漑設備に対して投資を行い、水を安定

的に供給している。 

 

(3) エンドユーザー 

 1) サンファン農業協同組合 

・ ラパスなど西部では 2KR の宣伝が行われていると推測されるが、移住者の多いサンタクルス

県では、あまり援助の報道が行われていない。当国に移住している日本人及び日系人移住者

としては、今後は、特にサンタクルス県での広報を強化して頂きたい。 
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・ 2KR の肥料は、概ね品質が良くボリビア国内で一般的に使用されている肥料であり人気が高

い。他方、サンタクルス県は、高温多湿の気候であるため、尿素に関しては、防湿加工（湿

気防止のためのコーティング）をしたものを調達した方が凝固の可能性が低くなると考える。 
・ 日系人と周辺中小農家の協調案件として、果実のポンカンのアルゼンチン向け輸出があるが、

ボトルネックとなっているのは品質の安定である。但し、輸出のためには、ある一定のロッ

ト量が必要であり、日系農家だけでは、ロットが確保できない可能性もあるため、周辺農民

へポンカン栽培の技術普及を行い、生産増を目指した。近年、輸出を行うため、周辺農家か

らポンカンの購入を行ったが、輸出可能な品質を確保できないなど今後の協調に課題を残し

た。今後も引き続き周辺農家への品質向上に関する普及が求められている。 
・ 見返り資金に関してもサンタクルス県の貧困農民に寄与するプロジェクトを実施し、肥料配

布と見返り資金を利用した農業インフラの整備を行い、相乗効果が期待できる。ボリビアの

場合、水不足が阻害要因となっており、ため池や灌漑施設などの建設が有効であると考える。 
 
2）日本ボリビア協会（オキナワ移住地） 

・オキナワ移住地で実験的にため池をつくり、ため池でなまずなどの魚を養殖し、乾季には、灌

漑用水として使用する方法を試験的に行っている。 
・今後の貧困農民の生活改善のためには、主要食用作物のみではなく、サトウキビなどの園芸作

物の栽培をしていくことが収益改善に結びつくと考えられる。 
・ 遺伝子組み換え作物に関しては、既に大豆に関して除草剤（グリフォサート）を使用する必

要のない遺伝子組み換え大豆がオキナワ移住地でも導入され拡大傾向にある。 
 

3)アチャカチ地区農民ワークショップ 

（見返り資金プロジェクト） 

・ プロジェクト概要：2001 年一般無償資金協力｢アチャカチ地区農業開発計画フェーズＩ｣にて

灌漑設備、潜水橋、農村道などが建設された。同地区の住民参加によるプロジェクトを推進

するために、５箇所の地域住民センターを見返り資金にて建設した。 

・ 対象地域はアルティプラーノ（高原地域）の山あいの村であり、ジャガイモ、ソラマメなど

を栽培し、酪農業を営んでいる。また、対象グループは、主に農民グループの代表 80 名程

であったが、女性も 2割程度参加した。 

・ 2005年11月からJICAボリビア事務所が開催しているアチャカチ地区の農民グループ代表と

の定期協議の中でワークショップを実施した。今回のワークショップにおいては、アチャカ

チ地区の農民が主に農業生産について、どのような意識を持ち、将来的にどのようにしたい

かを参加型の方式を用いて探るものであった。 

 

ワークショップ方法：弱み、強み、機会、脅威の４つの分類をして、参加者 80 名を４つのグルー

プに分け、１グループ約 20 名のメンバーで、アチャカチ地区の｢弱み｣と｢強み｣の内部分析を行う２

グループ及びアチャカチ地区の｢機会｣と｢脅威｣の外部分析を行う２グループで参加型のワークショ

ップを実施した。ファシリテーターは、主に農民との定期会合を主催しているラパス県のコーディネ

ーター６名が担当した。各グループで話し合いを行い、意見を小型の紙に書いてもらい、模造紙に貼

り付け、 後に一同の前でグループ案を発表した。発表の概要は以下のとおりである。 



 

23 

表 3-3 アチャカチ地区農村の状況分析 

強み 弱み
１．農業に強み １．農業インフラ関連
乳業 灌漑施設がない。
ジャガイモ 人工授精のシステムの未整備
ソラマメ 食品衛生の知識がない。
キヌア ２．保健
飼料 保健所がない。
牧畜 保健の知識を持っていない。

上水道の未整備
　 ３．技術・知識
２．自然資源 技術を知るものがいない点
水が他地域よりある。 能力開発がない。
　 ４．社会関連
３．社会面 農民代表が会議に出席しない。
農業組織がある。 リーダーに責任感がない。
組織が強化されつつある。 リーダーが利己主義。

リーダーが組織をまとめていない。
４．技術協力 住民間のコミュニケーション不足 内部分析
JICAの協力がある。 ５．資金不足

水利用に関する公平な運営がない。
機会 脅威

１．農業関連の機会 １．天災関連
灌漑施設による収穫増 雹 外部分析
高品質な種子導入による生産増 霜
ソラマメ食品衛生を改善し、輸出 旱魃
２．牧畜業
アルファルファなどの飼料導入 ２．農業関連
高品質な種子導入による生産増 肝臓ヒル増大による家畜被害
乳製品の改良による収入増 作物への病害虫発生
人工授精による牧畜生産増
３．道路 ３．教育関連
アスファルト道路整備 子供に対する教育費の不足
による市場へのアクセス改善 ４．社会関連
４．教育 暴動及び道路封鎖
小学校にコンピュータを導入し、 同業者による復讐
教育の質を高める。  

結果概要： 

・見返り資金で建設された住民コミュニティセンターをアチャカチ地区の農民が積極的に利用し、

JICA ボリビア事務所との定期的な会合などコミュニティ内の交流を深めている点は非常に評価でき

るといえる。 

・2KR 肥料との関連では、肥料の増産効果以外に高度が約 4,000m 近くもあり、霜、雹及び旱魃など

の天災が多く、農民が天災の恐れにさらされている状況が把握できた。 

・一方、農業インフラなどの投入だけでなく、住民とリーダーの信頼関係、住民間のコミュニケーシ

ョンなどのコミュニティ内の社会面での弱み、脅威があることから、この点での将来的な住民間での

問題解決が求められると推測される。 

・同地区はジャガイモ、ソラマメ及び乳牛などの農業が盛んに行われている地域であり、今回のワー

クショップにより、食糧増産、産品に付加価値をつけようとの住民の強い意欲が感じられた。今後も

引き続き JICA ボリビア事務所と住民の定期会合が実施され、個別の農産物の能力強化が行われ、ま
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た、一般無償及び見返り資金プロジェクトによる灌漑設備計画、草の根・人間の安全保障無償による

小学校建設なども実施される予定であることから我が国の無償と技術協力の連携モデルケースとな

ることが期待できる。 
・アチャカチ地区の農民自らが考え、問題分析を参加者の前で発表することは、問題に気づき、自助

努力を推し進める点で意義あることであると思われた。全体での発表時に｢我々は、山があり、近く

にチチカカ湖を持つ豊かな自然環境に恵まれている。我々に今必要なのは、男と女の平等な能力開発

である。みんなで協力してアチャカチ地区の発展を目指したい。｣とのコメントがあり、農業を含む

能力開発の必要性を聴取することができた。 
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第 4 章 案件概要 

4-1 目標及び期待される効果 

 
｢ボ｣国における主要穀物生産状況は依然として国内需要を満たすには十分でなく、輸入に頼っている

状況である。特に、西部山間部では自給のための基礎食用作物生産を中心としており、ジャガイモ、

その他塊茎作物、トウモロコシ、麦類、豆類を栽培しているが、近代的技術や農業資機材の利用が普

及していないため生産性が極めて低い。特にコムギは、需要量の 20%程度しか供給できないため、コ

ムギの輸入量は年々増加の傾向にあり、「ボ」国経済を圧迫している。そのため、｢ボ｣国政府は農業

の生産性を高め、食糧自給率の向上を図ることを農業政策の優先課題とし、農村開発を含む農業体制

の改善、都市農村間の社会・経済格差の是正、各農産物品の生産性向上を具体的な行動計画とし、農

業開発の推進を目指している。 

 本 2KR の実施により｢ボ｣国民の食糧安全保障と栄養状態が改善され、国民が国家の持続的な発展

のための活動に参加できるようになることが期待されている。 

 
4-2 実施機関 

(1) 大蔵省公共投資海外金融次官室 

 (VICEMINISTRO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMENTOEXTERNO,MINISTERIO 
DE HACIENDA:VIPFE)  
大蔵省公共投資海外金融次官室（以下、VIPFE）は、海外からの援助資金を統括する援助窓口機関

であり、貧困農民支援では、要請書の取りまとめ、見返り資金積立、使用に関する実施機関となって

いる。VIPFE の組織図は、図 4-1 に示したとおりで、約 70 名の職員を擁している。VIPFE としては、

現在までの食糧増産援助が、主要食用作物の増産に寄与していることを感謝すると共に見返り資金が

｢ボ｣国の貧困農民支援のための農村灌漑設備のために多く使用されている点を強調した。肥料の供与

については、現在の対象作物は、コメ、トウモロコシ、ジャガイモ、コムギとなっているが、今後、

農村における栄養強化の観点から、野菜などの園芸作物などを新規に対象作物として加える研究を関

係実施機関の協力の下考えていきたいとしている。また、在ボリビア日本大使館との共同で見返り資

金の使用に関して、ボリビア・日本政策協議のテーマである｢人間の安全保障｣を通したミレニアム開

発目標の達成のために使用することで、会合を重ねているとのことである。 

2006 年 1 月に政権交代後の組織の継続性に関しては、VIPFE は、制度化（行政の継続性が確保され

る制度）が省庁の中で一番進んでいる部署であり、過去の政権交代においても担当が交代していない。

また、PL-480 に関しても同様に制度化が進んでおり、政権交代に影響を受けないとしている。 
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大蔵省公共投資
海外金融次官室

公共投資部 海外金融部

システム課
プロジェクト

修了課

公共投資
システム開発課

セクター
投資課

金融プログラム
及びNGO調整課

交渉及び
資金執行課

土地
投資課

プログラム
管理課

 

図 4-1 大蔵省公共投資外国資金次官室組織図 

 
(2) PL-480(Public Law 480) 

PL-480 は開発途上国への余剰農産物の輸出を目的として 1954 年に米国で制定された「農産物貿易

振興援助法」の関連でボリビア国政府内に設立された機関である。法律の名前を取り、PL-480（480

条）がそのまま組織名となった。主な事業は、米国の小麦援助の見返り資金管理、ボリビア国内の政

府機関の調達業務、2KR の肥料販売を担当している。職員は約 70 人である。 
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大蔵省

財務部

事務局顧問
法律顧問

技術部 内部監査役

秘書

資金課 予算課 会計課
取引
監督課

財務
調整課

積み立
て課

見返り
資金課

内部
監査課

秘書 秘書

事務局

公共
投資課

管理課
書類

センター課
システム課

受付
運転手

メッセンジャー
 

 
図 4-2 PL-480 組織図 

4-3 要請内容及びその妥当性 

 
(1）要請品目・要請数量・対象作物・対象地域 

現地での調査及び協議の結果、 終的に｢ボ｣国側から要請されミニッツに取り纏めた資材の内容

（品目、数量、優先順位及び希望調達先国）は、表 4-1 に示すとおりである。要請された肥料 3品目 

は、例年継続して調達されてきた肥料であり、販売中の 2003 年度肥料を除いて在庫はない。３品目

の肥料はいずれも同国内で一般的に広く使用されている肥料である。 

表 4-1 要請資材リスト 

 

 
(2）ターゲットグループ 

１） 対象地域において対象作物を生産する農業従事者､農業組合､農業組織、肥料販売業者である。 

No. 品名 数量 希望調達先

国 
優先順位 

1 尿素 3,500 MT ボリビア国を除

く全ての国 

3 

2 DAP18-46-0 7,000 MT 同上 1 

3 NPK 15-15-15 4,000 MT 同上 2 
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２） 対象地域：肥料配布地域は、ラパス、コチャバンバ、ポトシ、チュキサカ、サンタクルス県

の５県であり、次の優先順位とする。 
 

表 4-2 対象地域の優先順位 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3）スケジュール表 

表 4-3 に「ボ」国主要食用作物の栽培カレンダーを示す。現在の在庫については、2007 年 9 月末

には販売を完了する見込みである。PL-480 としては、在庫を早急に販売することも可能であるが、

｢ボ｣国の場合、2KR の肥料の在庫が無くなると、競合の肥料業者が大幅な値上げを行い、中小農民へ

の影響が大きいことから、次回の肥料到着時点に現在の在庫が完売するスケジュールで販売計画を立

てている。「ボ」国の農業カレンダーは 7 月～10 月が主な播種時期であり、その中でも 10 月の肥料

需要が高いが、現在の調達スケジュールであると、2006 年 10 月の播種時期に間に合わないため、先

方実施機関より、2007 年 9 月末までの肥料到着を希望するとの要望が出された。 

表 4-3 主要食用作物の栽培カレンダー 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3  

ジャガイモ（夏播き）

ジャガイモ(春播き）

トウモロコシ 　 　 　 　

小麦 　 　 　 　

コメ 　 　 　　 　 　

作物名

凡例 耕起：△     播種／植付：○     施肥：□     防除：▲     収穫：◎     

△ ○ □ ▲◎

△ ○ □ ▲ ◎

◎▲□○△

△

△ 　○

□

□

▲

▲

◎

◎

　
○

 

（出典：PL-480） 
(4）調達先国 

調達先国については、競争性確保の観点から、技術仕様を厳格にし且つ品質証明を要求することに

より品質が確保されることを条件に、「ボ」国以外の全ての国としたいとの希望が出された。また、

肥料についてはこれまでどおり NPK 肥料に関しては、配合肥料ではなく、化成肥料を希望する旨を確

認した。 

 
 
 
 

対象地域 優先順位 

ラパス 1 

コチャバンバ 1 

ポトシ 1 

チュキサカ 2 

サンタクルス 2 
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4-4 実施体制及びその妥当性 

 
(1）配布・販売方法・活用計画 

2KR の実施責任機関である PL-480 が 2KR 肥料の配布・販売を実施し、見返り資金に関する責任機

関は、VIPFE となっている。 

配布に関しては、１）通関、２）内陸輸送、３）国有化の３つの手続きがあり、各プロセスにおいて

次のとおりの時間を要する。 

１）通関 

通常、チリ国アリカ港で通関手続きを実施する。その際は、インボイス、Ｂ／Ｌ（船荷証券）など

の一連の船積書類が必要であり、｢ボ｣国は、対外援助の場合、一旦課税し、通関時に入手した覚書に

より課税された税金を返金する方法を取る。時間短縮のため PL-480 は大蔵省に対し緊急通関を申請

している。2003 年度の 2KR においては、通関手続きそのものは短期間で可能であったが、アリカ港

において、バルクで積み込まれた肥料の２つの袋詰ラインの１つが故障したため、ボリビア国内で大

幅な調達の遅延が見られた。 

２）内陸輸送 

 チリの陸揚港から｢ボ｣国内の５ヶ所の倉庫への輸送は全てトラックにて行われている。｢ボ｣国 2KR

では CIP 条件にて商社と契約しているため、トラックの手配については商社の責任で行われる。手配

にあたって、商社は PL-480 と協議を行っているが、この時点で PL-480 は倉庫の所在地を指示する。

港から 1 台のトラックが倉庫に到着するまでに要する時間は 2～3 日程度であるが、トラックの数が

不足していることもあり、全ての肥料が５ヶ所の倉庫に到着するには緊急通関を行った場合でも 45

日程度必要となる。2003 年度の 2KR においては、2004 年 12 月～2005 年 2 月に同国内で起きた道路

封鎖のために、内陸輸送が大幅に遅れた。 

３）国有化手続き 

肥料の全量が倉庫に到着した後、国有化手続きが可能となる。事前に大蔵省に対し、許可前販売を

許可する書面を申請している。  

2003 年度調達肥料に関しては、書類手続きは、PL-480 側の努力により、大幅な短縮が行われたが、

袋詰ラインの故障及び道路封鎖などで調達に大幅な遅れが見られた。 

 

(2）技術支援の必要性 

中小規模農家に対する肥料を利用した栽培指導や営農指導が十分に行われているとは言えない。今

後、CETABOL(Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia:ボリビア総合農業試験場)などの農業技

術・研究機関の協力のもと、 適施肥方法を記述した肥料配布に関するポスターを作成したいとの希

望が先方実施機関より出された。 

 

(3）ドナー・他スキームとの連携の可能性 

1）我が国の他の援助スキーム及び協力プログラムとの連携の可能性 

上記、｢技術支援の必要性｣のように、 適施肥方法を記述した肥料配布に関するポスターの作成を

検討している。見返り資金関連では、既に、一般無償のプロジェクトである 2000 年度｢アチャカチ地

区農業開発計画フェーズ I｣(E/N 額 8.17 億円)が実施され、また、草の根・人間の安全保障無償にお 
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いて、アチャカチ地区の初等教育施設の建設も実施された。同地区において、見返り資金により、地

域コミュニティセンターの建設が実施され、地域の研修設備として利用されている。今後も、同地区

に対する農業関連インフラ整備に見返り資金が使用される予定である。このように無償、技術協力と

見返り資金の連携が試験的に実施されており、成功すれば他地域への波及効果があるものと考えられ

る。   

2）国際機関、NGO のプロジェクトとの連携の可能性 

 2KR 肥料配布に関しては、USAID または、WFP などの関連機関及びプラン・インターナショナル・

ボリビアとの連携も検討できる。統合的に貧困農民支援を実施していく地域を選択することも含め、

今後の課題と言える。見返り資金に関しては、既に保健セクターにおけるセクターワイドアプローチ

の案件で、見返り資金の使用が検討されており、最終的な成果が期待できる。今後は、地域を限定し

た形で、USAID もしくは、WFP などとの連携が考えられる。特に WFP は、食糧安全保障の観点から学

校給食などのプロジェクトを実施しており、貧困農民への生活環境改善のために日本との連携を模索

していた。今後、同じ目的を有する他ドナーのプロジェクトとの間で、援助効果を高めるための連携

が更に求められていくものと考えられる。 

 
(4）見返り資金の管理体制 

  

1） 見返り資金管理機関及び積立方法 

見返り資金の管理機関は大蔵省公共投資外国財務管理室（VIPFE）である。生産者や農業協同組合

から支払われた肥料の販売代金は、国立ボリビア銀行の PL-480 の口座に振り込まれ、PL-480 の直接

経費と共通経費を減じた額を、同機関は一定額毎にボリビア中央銀行の大蔵省 VIPFE の 2KR 見返り資

金口座に振り込んでいる。 

 2005 年 11 月末現在の見返り資金積み立て状況は以下の表 4-4 のとおりであり、1999～2002 年度に

ついては積み立て義務額のそれぞれ 147％、155%、129%及び 294%を、2003 年度についても販売途中

であるが既に義務額の 106％を達成している。 

 
表 4-4 見返り資金積立状況（2005 年 11 月 30 日現在） 

年
Ｅ/Ｎ供与額

(円）
換算率

（円/ドル）
積立義務額

（円）
積立義務額
（ドル）

積立実績額
（ドル）

使用許可額
（ドル）

利用額
（ドル）

残高
（ドル）

積立率(%)

1990-
1991

850,000,000
129.66-

　  138.35
375,051,602 2,710,889.79 3,163,071.85 3,117,924.67 2,999,649.61 163,422.01 116.68

1992-
1993

1,000,000,000
127.08-

    107.55
521,043,481 4,100,121.82 3,842,243.89 3,842,243.89 3,842,243.89 0.00 93.71

1994 450,000,000 99.02 290,385,000 2,932,589.38 2,673,457.78 2,673,457.76 2,673,457.76 0.00 91.16

1995 400,000,000 88.85 263,397,000 2,964,513.22 2,718,459.64 2,718,459.63 2,718,459.63 0.00 91.70

1996 500,000,000 112.50 295,387,000 2,625,662.22 4,029,993.40 4,029,993.40 3,986,507.78 43,485.62 153.48

1997 400,000,000 124.50 241,746,000 1,941,734.94 2,209,510.23 2,155,368.96 1,706,280.83 503,229.40 113.79

1998 400,000,000 114.85 221,565,000 1,929,168.48 2,157,101.32 1,891,765.07 1,726,892.86 430,208.46 111.82

1999 500,000,000 113.40 207,632,520 1,830,974.60 2,690,115.06 1,992,569.75 1,785,543.09 904,568.43 146.92

2000 450,000,000 112.21 257,469,000 2,294,528.12 3,547,973.72 2,665,244.18 1,654,739.77 1,893,233.95 154.63

2001 400,000,000 122.31 260,934,890 2,133,389.67 2,744,120.79 0.00 0.00 2,744,120.79 128.63

2002 420,000,000 118.54 128,191,440 1,081,419.27 3,175,510.56 0.00 0.00 3,175,510.56 293.64

2003 400,000,000 107.25 123,492,300 1,151,443.36 1,220,098.64 0.00 0.00 1,220,098.64 105.96

計 6,170,000,000 　 　 27,696,434.86 34,171,656.88 25,087,027.31 23,093,775.22 11,077,877.86 123.38  
(出典：PL-480/VIPFE) 

2） 見返り資金プロジェクト 
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「ボ」国においてこれまで実施された見返り資金プロジェクト及び実施中の案件は表 4-5 に示すとお

りである。主に小規模農家や地方農民向けの支援プロジェクトとして成果を上げている。 

表 4-5 見返り資金使用プロジェクトリスト 
年度 件名 使用額（ドル)

1986-89

(X-XIII)

1986-89

(X-XIII)

1992 (XVI)
1994 (XVIII)
1995(XIX)

1996 (XX)

1996 (XX) ベニ県リベラルタ市街路レンガ舗装計画

1997 (XXI)

1997 (XXI)

1998 (XXII)

1997 (XXI)
1998 (XXII)

1999 (XXIII)

1986-89
(X-XIII)

1990 (XIV)

1991 (XV)

1998(XXII)

1999(XXIII)

1990(XIV)
1998(XXII)

1999(XXIII)

2000(XⅣ) コルチャK灌漑計画 635,887.63

2000(XⅣ) ソラソラ小規模灌漑総合計画 54,164.22

2000(XⅣ) ウルミリ・デ・キリャカス灌漑システム改善計画 160,175.68

2000(XⅣ) 国立統計局技術普及計画 583,858.28

2000(XⅣ) ボリビア生産性に関する国民対話プロジェクト 282,646.82

1,045,855.272000(XⅣ)

1997 (XXI) 200,000.00

1,500,000.00

1998 (XXII) 640,000.00

サンタクルス県アスンシオン・デ・グァラヨス町街路整備
計画

コチャバンバ県アイキレ町及びグラナド村、キロガ村街
路整備計画

ウルグアイ校建設計画補完工事

集中豪雨被害地域における緊急対策及び復興計画

1999(XXIII) 1,000,000.00３官公庁修復計画

1999(XXIII) 生産性向上・輸出振興ネットワークセンター整備計画 350,000.00

1998 (XXII) 600,000.00サンタクルス県モンテーロ市道路整備計画

1,000,000.00

200,000.00

400,000.00

エル・アルト市第２次街路改良、植林及び緑地回復計
画

1998 (XXII) 350,000.00

サンタクルス県ラ・グァルディア町街路整備計画

サンタクルス県グティエレス町街路整備計画

1997 (XXI) 200,000.00ベニ県サンホアキン町街路整備計画

1997 (XXI) 200,000.00
ベニ県ヤクマ郡サンタ・アナ・デ・ヤクマ町街路整備計
画

1996 (XX) 3,207,882.61
インフラ整備、農林業普及計画（橋梁建設、堤防整
備、灌漑整備、農産物市場、道路建設、センター建
設、小農支援活動、植林技術普及等）

1997 (XXI) 186,090.00ベニ県レイエス町街路整備計画

1,200,000.00

1,000,000.00コチャバンバ県キリャコリョ市街路整備・緑化計画

1994 (XVIII) 2,586,589.77

1995 (XIX) 2,694,553.79

インフラ整備、農林業普及計画（道路建設、橋梁建
設、灌漑建設、普及・改良計画等）

インフラ整備、農林業普及計画（集荷場建設、道路建
設、堤防建設、灌漑建設、農業普及計画、橋梁建設
等）

1993 (XVII) 2,092,206.30
基礎インフラ建設・整備計画等（農道建設、集荷場、
灌漑、橋梁建設、農道整備）

1993 (XVII) 95,556.70製糖工場及び米集積センター(FENCA)計画

1991 (XV) 220,000.00

1992 (XVI) 1,652,639.02
基礎インフラ建設・整備計画等（橋梁建設、貯蔵小屋
建設、灌漑施設、農道建設他）

農牧庁体制強化計画

1990 (XIV) 386,519.00

1990 (XIV) 828,227.00

野菜種子供給システム、水産養殖開発センターＦ／Ｓ
調査、エル・アルト水産物ターミナルＦ／Ｓ調査、アマ
ゾン水産総合開発会社Ｆ／Ｓ調査、ポホ川流域灌漑プ
ロジェクト

チアラ・コチ川ダム建設

ラパス市水利設備補修計画

8,837,728.00

ラ・パス県災害緊急援助計画 966,438.00

239,743.00

サンタクルス県ワルネス市道路整備計画

幹線道路及び農村道路整備計画

 
    (出典：在ボリビア日本国大使館、VIPFE)  
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3) 見返り資金口座への外部監査 

 VIPFE は、見返り資金の外部監査を既に実施しており、2006 年 4 月までに在ボリビア日本国大使館

に対して監査報告を行うこととしている。外部監査団体の選定に関しては、｢財務・サービス管理シ

ステムに関する基本原則｣に基づき公募し、条件を満たした外部監査団体が監査を実施する。 

 

(5）モニタリング評価体制 

 肥料販売時のモニタリング体制については、販売時に農家の所有面積、作物などのデータを入手し

ているが、分析までは行われていない状況である。今後は、農牧省と PL-480 と共同で調査地を決定

し、モニタリングを行うことを検討している。 

 

(6）ステークホルダーの参加 

 PL-480 は、定期会合コミュニティにおいて常に農牧省の参加のもと、肥料の販売状況の報告を行

っている。農牧省は、貧困農民が多く参加した生産性に関する国民対話などの結果をもとに、貧困農

民支援のスキームの検討を実施している。 

 

(7）広報 

１）肥料販売に関する広報 

 PL-480 は、先住民への 2KR 肥料の販売拡大を目的として、｢スペイン語｣、｢アイマラ語｣及び｢ケチ

ュア語｣などの多言語による販売公告を新聞、ラジオなど貧困農民が周知する媒体で頻繁に行ってい

る。また、2005 年 9 月に実施された｢エクスポクルス（サンタクルスの国際見本市）｣に PL-480 とし

て参加し、肥料の販売に関する広報を実施し、日本からの援助である旨を宣伝した。 

２）見返り資金使用プロジェクトに関する広報 

見返り資金使用プロジェクトについても、起工式及び落成式を大統領他の出席を得て積極的に開催

し、必要なプロジェクトに見返り資金が使用されている点で日本の援助のインパクトが幅広く報道さ

れている。 

但し、今回、インタビューを実施した中で、サンタクルス県の日系農民からは、サンタクルス地方

における 2KR の報道がラパス、コチャバンバなどの他地域と比較し、あまり、頻繁に報道されていな

いとのコメントがあった。一般市民に対する広報の観点から、調査団より、VIPFE に今後もプロジェ

クトの実施機関に対し｢プロジェクト対象地における案件概要を示す看板の提示｣、｢引渡し式の実施｣

及び｢新聞社に対するプレスリリースの実施｣などの広報実施を徹底するよう改めて強く要請した。 

 

(8）その他（新供与条件等について） 

1)見返り資金の外部監査 

 VIPFE が主体となり、2002 年度の見返り資金口座の外部監査が実施されている。2005 年 12 月末頃

には、外部監査報告書の提出が行われる予定であり、2006 年 4 月までに在ボリビア日本国大使館に

対し、報告書が提出される予定である。 

2)見返り資金の小農・貧農支援への優先使用 

｢ボ｣国では、貧困農民支援に資する農村灌漑プロジェクトなどに見返り資金が使用されている。 

特に、｢ボ｣国政府の課題である先住民への支援の観点から、ラパス県アチャカチ地区に｢ラパス県農

村機材整備計画｣の一般無償の実施が予定されており、見返り資金の投入が予定されている。我が国
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の一般無償、草の根・人間の安全保障無償及び技術協力との連携の下、資源を一地域に重点投入し、

アウトプットを得ることが重要と考える。 

3)ステークホルダーの参加機会の確保 

コミッティにおける農牧・農村省の職員の参加などステークホルダーの参加機会の確保はされてい

る。 

今後は、肥料配布に関しそのノウハウを持つボリビア総合農業試験場（CETABOL:CentroTecnológico 

Agripecuario en Bolivia）もしくは、他ドナーとの連携も検討していく必要がある。 

4)四半期ごとの連絡協議会の開催 

2004 年 2 月に連絡協議会が開催された後は、実務者レベルの小規模な会合が四半期毎に開催され

ている。 

5)調達代理方式の新規導入 

調達代理方式については、調達期間短縮、入札参加資格者の条件緩和による競争性が増す点など、

メリットが多いと実施機関より同意を得られた。但し、PL-480 側よりは、旧来のスキームにおいて

は、入札時に PL-480 の職員が来日し立会いを行い、応札時にすぐに対応できるなどのメリットがあ

るなどが述べられたが、昨今のインターネットなどの技術を使用し、来日の必要なしに対応できる旨

の説明を行った。これに対し PL-480 よりは、直接入札評価に参加することのメリットが大きいこと

から自らの費用負担により、来日したいとのコメントがあった。 
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第 5 章 結論と課題 

 
5-1 結論 

｢ボ｣国に対する我が国の食糧増産援助（2KR）は、農業支援及び貧困削減に大きく貢献してきた。

同援助のもとに調達された肥料は、先住民への 2KR 肥料の販売拡大を目的として、｢スペイン語｣、｢ア

イマラ語｣及び｢ケチュア語｣などの多言語による販売公告を頻繁に行っている。配布時に渡されてい

るアンケートによれば、中小農民に販売されており、同国の基礎食物であるジャガイモ、トウモロコ

シ、コムギ及び米の増産に寄与しているものと思われる。既に過去の 2KR で調達された肥料は、2003

年度の肥料を除き全て完売している。また、2003 年度調達肥料についても、既に見返り資金積立義

務額の 100%以上が積み立てられており、在庫切れを防止するため、コンスタントに販売し、2007 年

6 月までには全て完売する予定である。同国の見返り資金は、在ボリビア日本国大使館との連携のも

と、貧困農民支援を含む社会経済開発に使用されている。 

また、見返り資金の外部監査と見返り資金の小農・貧農支援への優先使用、ステークホルダーの参

加機会の確保及び四半期ごとの連絡協議会の開催など新規供与に関する 3条件は、既に実施されてい

る。 

 「ボ」国では実施機関である PL-480 が、新しい貧困農民支援の目的を理解した上で、透明性確保

と説明責任に留意して取り組んでおり、特に見返り資金の積立率など他国と比較しても良好な実施状

況と言える。今後も継続して実施することが適切であると判断する。 

 
5-2 課題／提言 

 
(1) 肥料普及の技術支援 

中小農民に対する肥料の使用を効果的に実施するためには、JICA の技術協力が行われている

CETABOL（ボリビア農業試験場）など農業研究機関との協力のもと、肥料使用のマニュアルもしくは、

ポスターなどを作製し、肥料販売時に配布することで、相乗効果があると考えられ、実施機関である

PL-480 及び VIPFE との間で同マニュアルを作成することの合意に至った。 

 
(2) 政策協議後の優先分野への見返り資金の効果的使用 

2005 年 8 月に実施された日本・ボリビア経済協力政策協議において対ボリビア経済協力の重点課

題である『｢人間の安全保障｣の視点を重視したミレニアム開発目標の達成をビジョンとし、｢社会開

発｣、｢生産性向上｣及び｢制度・ガバナンスの充実｣を３つの柱とする点』が合意された。既に一部で

同分野に対する見返り資金のプロジェクトが開始されており、ODA 政策に基づいた我が国の経済協力

のグッドプラクティスになると考えられる。 

 
(3) 農業分野における日系移民の貢献と貧困農民支援の相乗効果 

｢ボ｣国においては、約 10,000 名に上る日系移民がいる。特に同国東部のサンタクルス県には、1950

年代に移住した｢オキナワ｣及び｢サン・ファン｣の２つの移住地があり、同国の農業の発展に寄与して

いる。両移住地の成功は、他のボリビア中小農民にとっても模範となる存在となっている。また、ボ

リビアの農業研究の中心的存在であるボリビア農業試験場（CETABOL）の機能が 2010 年に｢オキナワ｣
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及び｢サン・ファン｣両移住地に移管される予定であることから、両移住地の農業技術及び CETABOL

の農業技術が 2KR の肥料配布、食糧増産と結びつき、同国の貧困農民自立に貢献するものと期待され

る。 

 

(4）人間の安全保障の理解 

調査団より、我が国 ODA 大綱及び中期 ODA 政策の柱である「人間の安全保障」の概念及び同概念の

７つの視点に関して説明を行い、主に社会的保護及びエンパワーメントの重要性について、先方側よ

り理解が得られた。今後は、同概念を念頭においたプログラム形成が重要となってくる点について、

先方より理解を得た。 

 

(5）見返り資金プロジェクトと他の経済協力スキームの連携モデルの確立 

ラパス県アチャカチ地区には、一般無償の｢ラパス県機材整備計画｣、草の根・人間の安全保障無償

での教育施設の整備及び技術協力プロジェクトが開始している。日本の経済協力の異なるスキームの

連携モデルを模索する観点から、ラパス県アチャカチ地区でのインフラ整備計画に対し、見返り資金

を優先的に使用する旨が既に討議されている。一般無償、技術協力及び見返り資金を統合的に使用す

ることにより、対ボリビア経済協力の援助効果を更に向上させることが可能になると考えられる。 
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